
提

出

者

照

屋

寛

徳

平
成
十
六
年
十
月
十
四
日
提
出

質

問

第

一

八

号

米
軍
航
空
機
事
故
に
お
け
る
現
場
管
理
及
び
緊
急
措
置
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

18



米
軍
航
空
機
事
故
に
お
け
る
現
場
管
理
及
び
緊
急
措
置
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
四
年
八
月
十
三
日
午
後
二
時
十
八
分
頃
、
米
海
兵
隊
所
属
の
Ｃ
Ｈ－

五
三
Ｄ
型
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
、
沖
縄
国
際
大
学

本
部
ビ
ル
に
激
突
し
、
爆
発
炎
上
し
た
。
（
以
下
、
沖
国
大
へ
の
米
軍
ヘ
リ
墜
落
事
故
と
い
う
。
）

こ
の
沖
国
大
へ
の
米
軍
ヘ
リ
墜
落
事
故
は
、
民
間
人
の
死
傷
者
が
出
な
か
っ
た
の
は
奇
跡
中
の
奇
跡
で
あ
る
が
、
沖
国
大
や

付
近
住
民
ら
が
被
っ
た
損
害
は
甚
大
で
あ
り
、
強
い
怒
り
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
。

沖
国
大
へ
の
米
軍
ヘ
リ
墜
落
事
故
の
責
任
は
、
普
天
間
飛
行
場
の
返
還
を
遅
ら
せ
た
日
米
両
政
府
と
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
（
沖
縄
に
関

す
る
特
別
行
動
委
員
会
）
合
意
に
基
づ
く
辺
野
古
移
設
に
拘
わ
っ
て
き
た
稲
嶺
惠
一
沖
縄
県
知
事
に
あ
り
、
厳
し
く
そ
の
責
任

を
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

沖
国
大
へ
の
米
軍
ヘ
リ
墜
落
事
故
を
契
機
に
わ
が
国
の
安
全
保
障
の
あ
り
方
、
沖
縄
の
基
地
負
担
と
犠
牲
、
国
家
主
権
の
作

用
と
し
て
の
警
察
権
の
行
使
の
あ
り
方
、
日
米
地
位
協
定
、
大
学
の
自
治
な
ど
多
く
の
問
題
点
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

こ
の
質
問
主
意
書
で
は
、
今
宜
野
湾
市
民
を
は
じ
め
圧
倒
的
に
多
く
の
沖
縄
県
民
が
強
く
望
ん
で
い
る
の
は
、
普
天
間
飛
行

場
の
す
み
や
か
な
閉
鎖
・
海
外
移
設
と
辺
野
古
へ
の
移
設
反
対
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
米
軍
航
空
機
事
故
発
生
時
に
お
け

る
緊
急
措
置
等
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
質
す
こ
と
に
し
た
い
。

一



以
下
、
質
問
す
る
。

一

一
九
七
七
年
九
月
二
十
七
日
午
後
一
時
十
九
分
頃
、
厚
木
海
軍
飛
行
場
か
ら
洋
上
の
空
母
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
に
向
か
っ
て
飛

行
中
の
Ｒ
Ｆ－

四
Ｂ
フ
ァ
ン
ト
ム
偵
察
機
が
、
横
浜
市
緑
区
荏
田
町
に
墜
落
炎
上
し
、
三
名
が
死
亡
、
六
名
が
重
傷
を
負
う

大
惨
事
の
事
故
が
発
生
し
た
。

こ
の
事
故
を
き
っ
か
け
に
一
九
七
八
年
一
月
二
十
四
日
の
日
米
合
同
委
員
会
事
故
分
科
委
員
会
は
「
基
地
ご
と
に
事
故
が

生
じ
た
場
合
に
お
け
る
緊
密
な
連
絡
及
び
調
整
に
努
め
る
こ
と
」
と
の
趣
旨
の
勧
告
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
勧
告
に
従
っ
て

米
軍
基
地
を
抱
え
る
都
道
府
県
に
お
い
て
、
防
衛
施
設
庁
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
で
関
係
機
関
の
協
議
が
実
施
さ
れ
、
沖
縄
県

に
お
い
て
は
「
航
空
機
事
故
等
に
係
る
緊
急
措
置
要
領
」
が
策
定
の
う
え
施
行
さ
れ
て
い
る
。

沖
縄
県
に
お
い
て
も
、
昭
和
五
七
年
（
一
九
八
二
年
）
十
二
月
、
米
軍
及
び
自
衛
隊
の
航
空
機
事
故
連
絡
協
議
会
（
以

下
、
協
議
会
と
い
う
）
が
組
織
さ
れ
、
協
議
会
会
則
等
が
策
定
の
う
え
施
行
さ
れ
て
い
る
。

つ
い
て
は
、
沖
縄
県
に
お
け
る
協
議
会
会
則
（
関
係
機
関
表
、
幹
事
会
関
係
機
関
名
等
の
別
表
を
含
む
）
、
協
議
会
会
則

第
四
条
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
「
米
軍
及
び
自
衛
隊
の
航
空
機
事
故
に
係
る
緊
急
措
置
要
領
」
（
航
空
機
事
故
連
絡
責
任
者

職
名
表
な
ど
の
別
表
�
な
い
し
�
を
含
む
）
及
び
「
米
軍
航
空
機
事
故
に
係
る
連
絡
調
整
体
制
及
び
緊
急
救
助
体
制
に
関
す

二



る
在
日
米
軍
司
令
部
と
防
衛
施
設
庁
と
の
間
の
合
意
事
項
」
等
の
内
容
を
す
べ
て
明
確
に
把
握
し
た
上
で
、
沖
国
大
へ
の
米

軍
ヘ
リ
墜
落
事
故
に
お
け
る
緊
急
措
置
、
捜
査
活
動
、
消
防
救
助
活
動
、
現
場
対
策
等
は
、
前
記
「
米
軍
及
び
自
衛
隊
の
航

空
機
事
故
に
係
る
緊
急
措
置
要
領
」
が
厳
守
さ
れ
実
行
さ
れ
た
か
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

沖
縄
県
に
お
け
る
協
議
会
設
置
以
後
沖
国
大
へ
の
米
軍
ヘ
リ
墜
落
事
故
ま
で
の
間
に
開
催
さ
れ
た
臨
時
会
を
含
む
協
議
会

及
び
そ
の
幹
事
会
並
び
に
沖
国
大
へ
の
米
軍
ヘ
リ
墜
落
事
故
に
関
す
る
「
連
絡
協
議
会
」
の
開
催
さ
れ
た
日
時
、
場
所
、
参

加
し
た
関
係
機
関
を
明
確
に
把
握
し
た
上
で
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

尚
、
協
議
会
が
開
催
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
そ
の
理
由
と
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

「
米
軍
及
び
自
衛
隊
の
航
空
機
事
故
に
係
る
緊
急
措
置
要
領
」
第
五
条
第
（
�
）
項
ア
の
「
死
亡
者
及
び
負
傷
者
の
住

所
、
氏
名
、
年
齢
、
職
業
並
び
に
障
害
の
程
度
及
び
収
容
先
」
の
「
死
亡
者
及
び
負
傷
者
」
に
は
、
米
軍
事
故
機
の
パ
イ

ロ
ッ
ト
や
搭
乗
員
も
含
む
と
判
断
す
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

沖
国
大
に
お
け
る
米
軍
ヘ
リ
墜
落
事
故
で
米
軍
機
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
や
搭
乗
員
の
氏
名
、
傷
害
の
程
度
、
収
容
先
等
は
政
府

に
通
報
さ
れ
た
か
、
通
報
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
前
項
の
緊
急
措
置
要
領
第
五
条
に
違
反
す
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三



五

沖
国
大
へ
の
米
軍
ヘ
リ
墜
落
事
故
に
お
け
る
緊
急
措
置
要
領
第
五
条
に
よ
る
緊
急
通
報
の
内
容
を
「
航
空
機
事
故
等
発
生

通
報
記
録
表
」
に
基
づ
い
て
明
確
に
把
握
し
た
上
で
、
同
事
故
に
お
け
る
緊
急
通
報
に
問
題
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
政
府
の

見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

普
天
間
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
米
軍
航
空
機
事
故
発
生
の
場
合
の
関
係
機
関
の
任
務
分
担
は
、
「
被
害
者
救
急
救
助
等
任

務
分
担
区
分
表
」
の
と
お
り
と
理
解
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
現
場
対
策
」
と
し
て
の
現
場
の
交
通
整
理
・
財
産
保
護
又
は

警
備
、
現
場
保
存
等
の
主
務
機
関
は
沖
縄
県
警
で
あ
り
、
「
消
防
救
助
活
動
」
と
し
て
の
負
傷
者
の
応
急
手
当
、
負
傷
者
救

助
活
動
、
救
急
病
院
の
引
受
確
認
等
の
主
務
機
関
は
宜
野
湾
市
消
防
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
沖
国
大
へ

の
米
軍
ヘ
リ
墜
落
事
故
で
は
、
こ
れ
ら
沖
縄
県
警
、
宜
野
湾
市
消
防
が
主
務
機
関
と
し
て
果
た
す
べ
き
「
現
場
対
策
」
や

「
消
防
救
助
活
動
」
が
米
軍
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
、
主
権
国
家
と
し
て
の
わ
が
国
の
警
察
・
消
防
活
動
に
支
障
を
き
た
し
、

結
果
と
し
て
現
場
周
辺
住
民
を
恐
怖
に
陥
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

政
府
は
、
沖
国
大
へ
の
米
軍
ヘ
リ
墜
落
事
故
で
、
事
故
後
の
占
領
意
識
ま
る
出
し
の
米
軍
対
応
に
県
民
の
強
い
批
判
が
あ

る
こ
と
を
受
け
、
日
本
の
警
察
と
米
軍
と
の
間
で
現
場
管
理
等
に
関
す
る
役
割
分
担
を
定
め
た
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す

る
よ
う
米
軍
に
求
め
て
い
く
方
針
で
あ
る
、
と
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

四



私
は
、
大
事
な
こ
と
は
日
米
地
位
協
定
を
全
面
的
に
改
正
す
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。
先
に
指
摘
し
た
現
行
の
緊
急
措
置
要

領
す
ら
厳
守
さ
れ
ず
、
米
軍
の
や
り
た
い
放
題
の
「
現
場
対
策
」
「
消
防
救
助
活
動
」
が
な
さ
れ
て
お
り
、
新
た
な
対
応
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
て
も
そ
の
実
効
性
は
疑
わ
し
い
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

尚
、
政
府
は
沖
縄
県
を
関
係
機
関
と
す
る
現
行
の
緊
急
措
置
要
領
は
、
制
定
の
趣
旨
が
厳
守
さ
れ
運
用
さ
れ
て
い
る
と
考

え
て
い
る
の
か
そ
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

航
空
機
事
故
等
緊
急
措
置
要
領
に
お
け
る
任
務
分
担
に
つ
い
て
は
、
同
じ
米
軍
基
地
を
抱
え
る
都
道
府
県
に
お
い
て
も
差

異
が
あ
る
と
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
沖
縄
県
に
お
け
る
「
米
軍
及
び
自
衛
隊
の
航
空
機
事
故
連
絡
協
議
会
会
則
」
「
米
軍
及
び
自
衛
隊
の
航
空
機
事

故
に
係
る
緊
急
措
置
要
領
（
別
表
を
含
む
）
」
に
相
当
す
る
、
東
京
都
、
神
奈
川
県
、
山
口
県
で
施
行
さ
れ
て
い
る
取
り
決

め
の
内
容
を
す
べ
て
明
確
に
把
握
し
た
上
で
、
都
道
府
県
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
の
見

解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


